
大阪港湾局服務規律確保推進委員会設置要綱 

 

制  定 平成22年７月23日  

最近改正 令和７年５月１日  

（設置） 

第１条 この要綱は、職員の服務規律の確保及び非行その他の不祥事並びに不適切な事態

等の根絶に向けた具体的取組を推進し、もって職員のコンプライアンスへの意識やマネ

ジメント力の向上に資することを目的として大阪港湾局服務規律確保推進委員会(以下

「服務推進委員会」という。)を設置する。 

 

（所管事務） 

第２条 服務推進委員会の所管は、次の各号に掲げる事務とする。 

⑴ 大阪市服務規律刷新プロジェクトチームで協議された事項の連絡及び周知に関する

こと。 

⑵ 当局独自の取組の策定及び進捗管理に関すること。 

⑶ その他、職員の服務規律の確保及び職員の非行その他の不祥事並びに不適切な事態

等の根絶のために必要となる措置に関すること。 

 

（組織） 

第３条 服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長、副委員長及び委員は、別表第１に掲げる者をもって充てる。 

 

（職務） 

第４条 委員長は、服務推進委員会の会務を総理する。 

２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。 

２ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めること

ができる。 

 

（幹事会） 

第６条 服務推進委員会に幹事会を置く。 

２ 幹事会の所管は、次の各号に掲げる事務とする。 

 ⑴ 服務推進委員会の所管事務にかかる連絡及び部内周知に関すること。 

 ⑵ 服務推進委員会により決定された取組及び措置にかかる部内における促進並びに進

捗管理に関すること。 

 



 ⑶ その他委員長が指示すること。 

３ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織し、幹事長及び幹事は、別表第２に掲げる者

をもって充てる。 

４ 幹事会は、幹事長が幹事を召集して行う。 

５ 幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者に幹事会への出席を求めることができる。 

 

（部会） 

第７条 職員の服務規律の確保及び非行その他の不祥事並びに不適切な事態等の根絶に向

けた具体的取組を企画立案し、その取組の推進を図るため、部会を置く。 

２ 部会は、部会長及び部会員をもって組織し、部会長及び部会員は、別表第３に掲げる

者をもって充てる。 

３ 部会は、部会長が部会員を招集して行う。 

４ 部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者に部会への出席を求めることができる。 

 

（庶務） 

第８条 服務推進委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

 

（施行の細目） 

第９条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成22年７月23日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成23年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成30年12月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年６月５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 



別表第１（第３条関係) 

委 員 長 大阪港湾局長 

副 委 員 長 
理事（府） 

理事 

委   員 

総務部長 

企画調整担当部長（府） 

業務改革担当部長 

営業推進室長 

開発調整担当部長 

開発推進担当部長 

計画整備部長 

利用促進担当部長（府） 

事業戦略担当部長 

施設管理部長 

泉州港湾・海岸部長（府） 

 

 別表第２（第６条関係） 

幹 事 長 人事・港湾再編担当課長 

幹   事 

総務課長 

企画調整担当課長（府） 

業務改革課長 

管財課長 

計画課長 

管理課長 

総務振興課長（府） 

 

 別表第３（第７条関係） 

部 会 長 業務改革担当部長 

部 会 員 

総務部長 

企画調整担当部長（府） 

総務課長 

人事・港湾再編担当課長 

企画調整担当課長（府） 

業務改革課長 

 


